
発症

在宅、介護施設等

急性期治療

慢性期治療

転院

退院

退院

ケアマネジャーが退院時点で最も適切なケアプランを立案

高齢者の特性に応じた入院早期の総合的評価 総合評価加算
（旧：後期高齢者総合評価加算）

・対象年齢を介護保険サービスの対
象年齢に拡大

・総合的な機能評価と、それを踏ま
えた介護サービスの情報提供を評

価

改

要介護認定結果の通知（区分変更等が必要な場合）

以前から担当していたケアマネジャー又は患者が選択した
ケアマネジャーに来院要請

介護支援
連携指導料

・地域のケアマネジャー
との連携を評価

新

急性期病棟等
退院調整加算

（旧：後期高齢者
退院調整加算）

・対象年齢を介護保険
サービスの対象年齢に

拡大

改

→ 退院
（速やかに介護サービスの利用を開始）

当該ケアマネジャーから
・ 地域の介護サービス事業所に係る情報

・ 従来から患者が利用していたサービス等に係る情報

の提供を受けた上で、退院後に必要な具体的サービス内容等について共
同して指導。（必要に応じ、要介護度の新規・更新認定の申請も並行して

進める）

退院後の介護サービス等との
連携

退院・転院時に入院元医療職種とケ
アマネジャーが共同し、退院後に必

要な介護サービス等を確認

介護支援
連携指導料

新

急性期病院における退院後の介護サービス等を見越した取り組みの評価

合同カンファレンスによる
在宅復帰

退院・転院時に入院元医師又は看
護職員、受入先医師又は看護師及
び居宅ケアマネジャー等が合同カ

ンファレンスを実施

取り組みの一例

退院時共同指導料

・在宅に入院中の医療機関の医
師と訪問診療等を行う医師が

連携することを評価

・在宅医療・介護を担う多職種
が一堂に会して指導した場合

に加算
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今後の認知症施策は、早期の確定診断を出発点とした適切な対応を促進することを基本方針とし、具体的な
施策として、①実態の把握、②研究開発の促進、③早期診断の推進と適切な医療の提供、④適切なケアの普
及及び本人・家族支援、⑤若年性認知症施策を積極的に推進する。

「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」概要

１ 実態の把握

２ 研究・開発の促進

○ 認知症の有病率に関する調査の実施
○ 認知症の医療・介護サービスの利用に関する

実態調査の実施
等

○ アルツハイマー病の促進因子・予防因子の解明
○ アルツハイマー病の早期診断技術の向上
○ アルツハイマー病の根本的治療薬の実用化

等

○ 認知症診療ガイドラインの開発・普及のため
の支援

○ 認知症疾患医療センターを中核とした認知症
医療の体制強化

○ 認知症診療に係る研修の充実
等

○ 認知症ケアの標準化・高度化の推進
○ 認知症連携担当者を配置する地域包括支援セ

ンターの整備
○ 都道府県・指定都市にコールセンターを設置
○ 認知症を知り地域をつくる10か年構想の推進
○ 認知症サポーターの増員
○ 小・中学校における認知症教育の推進

等

○ 若年性認知症相談コールセンターの設置
○ 認知症連携担当者によるオーダーメイドの支援

体制の形成
○ 若年性認知症就労支援ネットワークの構築
○ 若年性認知症ケアのモデル事業の実施
○ 国民に対する広報啓発
○ 若年性認知症対応の介護サービスの評価

等

３ 早期診断の推進と適切な医療の提供

４ 適切なケアの普及及び本人・家族支援

５ 若年性認知症施策

（具体的内容）
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